
　　　南島原市では、安全・安心住まいづくり支援事業を行っています。

　　　この支援事業は、地震発生のとき木造住宅の倒壊などによる被害を最小限におさえるため、南島原市に存

　　する戸建木造住宅の所有者が、耐震診断や耐震改修工事を行った場合に、県と市が連携して費用の一部を支

　　援するものです。

　◎ 耐震診断と耐震改修費の支援

　◎ 固定資産税の減税

　◎ 所得税の特別控除

　「危険」と判断された住宅の耐震改修工事に対し、

工事費の１/２、60万円を上限に補助します。

　契約は、信頼できる建設業の許可を受けている

地元工務店をお選び下さい。

　皆様からの申出に基づき、市の依頼により構造

に詳しい専門の診断士が訪問し調査します。

　耐震診断に要する費用は１５,０００円（通常額

４５,０００円のうち３０,０００円を支援します。）

　・昭和56年５月31日以前に建設された住宅

　・木造住宅で３階建て以下の住宅

　・申請者本人（税金の未納がない者）が所有し、

　　居住する住宅

　　　今回「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に基づき、公道を走行しない農耕作業用自動

　　車についても、公道を走行するものと同様、排出ガスの規制対象となりました。車両に搭載される原動

　　機の定格出力に応じて、その使用に関する規制が開始されます。

　　●特定特殊自動車とは、公道を走行しない大型特殊自動車、小型特殊自動車、建設機械などで、その中

　　　には公道を走行しない農耕作業用自動車も含まれます。

　　●現在お持ちの農耕作業用自動車は、排出ガス規制の対象外ですので、そのまま使用できます。

　　●規制対象の農耕作業用自動車を購入する場合は、車両本体に「排出ガス基準適合車」等のシールが貼

　　　付されていることを確認して下さい。

　　●基準に適合しない農耕作業用自動車を使用すると、その使用者が罰せられます。

　　市営住宅下記団地（５戸）が空室となりましたので入居者を募集します。

   　平成18年12月１日㈮～14日㈭  14日間

　　●市営住宅申込書

　　●住民票（世帯全員分）

　　●事実を証明する書類（納税証明書など）

　　●所得証明書など収入状況を証明する書類（世帯全員分）　

　　入居者の資格要件を満たした申込者の数が募集戸数を超える場合は、公開抽選を行います。

　　●抽選日：平成18年12月20日㈬　午後２時　北有馬総合支所２階　会議室

　　※募集団地を見学したい人は、事前に各総合支所・住民センター建設課までご連絡ください。

団　　地　　名 募集戸数

1　戸

1　戸

1　戸

※前回募集で応募がなかった団地について、上記の団地に追
　加し募集する場合がありますので窓口にてご確認ください。
※深江あぜつ第１団地は特定公共賃貸住宅です。

加 津 佐 泉 ヶ 丘 団 地

加 津 佐 愛 宕 団 地

加 津 佐 旭 団 地

深 江 あ ぜ つ 第 １ 団 地

加 津 佐 女 島 団 地 1　戸

1　戸

019kW以上037kW未満（約026馬力以上約050馬力未満）

軽　　油

ガソリン・LPG

平成19年10月1日 平成20年9月1日

037kW以上056kW未満（約050馬力以上約076馬力未満） 平成20年10月1日 平成21年9月1日

056kW以上075kW未満（約076馬力以上約102馬力未満） 平成20年10月1日 平成22年9月1日

075kW以上130kW未満（約102馬力以上約177馬力未満） 平成19年10月1日 平成20年9月1日

130kW以上560kW未満（約177馬力以上約762馬力未満） 平成18年10月1日 平成20年9月1日

019kW以上560kW未満（約026馬力以上約762馬力未満） 平成19年10月1日 平成20年9月1日

燃　　料

特定特殊自動車の種類 規 制 適 用 日

定　格　出　力 新　型　式 継続型式・輸入車

＊国産のほとんどの農耕作業用自動車は、軽油を燃料とし、定格出力が13kW（約177馬力）未満のものであることから、
　その規制の開始日は平成19年10月１日以降となります。

㈶長崎県住宅・建築総合センター　TEL095ー825ー6944　　　  毎週月・水・金曜日 13～16時

島原市役所1階　市民相談室　TEL0957ー63ー1111（184）  第１、第３金曜日 13～16時
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